
    「（仮称）西公園屋内遊び場管理運営計画策定支援業務委託」　に関する質問及び回答

※基本的にはいただいた質問の原文を掲載していますが、同様の趣旨・内容と思われる質問は一つに集約させていただいております

※本回答において、各公募資料等は以下のように表現いたします。

　「（仮称）西公園屋内遊び場管理運営計画策定支援業務委託事業者募集要項」→「募集要項」

　「別紙1_（仮称）西公園屋内遊び場管理運営計画策定支援業務委託仕様書」→「仕様書」

　「別紙2_評価基準票」→「評価基準票」

　「（仮称）西公園屋内遊び場基本計画」→「基本計画」

　「（仮称）西公園屋内遊び場」→「本施設」

No 対象資料 質問内容 仙台市回答

1 仕様書
3.管理運営計
画の概要

仕様書「３.管理運営計画の概要 （6）事業計画」にて「遊び
場事業」と「遊びの拠点事業」の違いについてご教示くだ
さい。

「遊び場事業」は、本施設における遊びの提供や施設運営
等に関する事業を想定しております。また、「遊びの拠点
事業」は、本市の遊びの環境の充実に向けて、本施設が中
核的な役割を担う取組や関係機関との連携等の事業を想
定しております。

2 仕様書
4.業務委託の
内容

仕様書「４．委託業務の内容 (1)管理運営計画策定のため
の調査・分析・検討・提案等」にて「法的事項の条件整理」
の詳細をご教示いただけますでしょうか。また、貴市と協
議のうえ弁護士法等の法令に抵触しない範囲で調査を行
う理解で相違ないでしょうか。

管理運営計画を策定するうえで前提となる法律・条例・制
度上の条件を体系的に洗い出し、管理運営の枠組みや利
用情報、事業計画との関係を整理いただくことを想定し
ております。後段については、お見込みのとおりです。

3 仕様書
4.業務委託の
内容

仕様書「４．委託業務の内容 (1)管理運営計画策定のため
の調査・分析・検討・提案等 ④「管理運営事業者」に関する
検討 (イ)事業者ヒアリング」にて、ヒアリング対象とする
関連事業者は貴市と協議のうえ選定する理解でよろしい
でしょうか。

仕様書に記載の「事業者ヒアリング」については、受託者
が、管理運営計画の検討にあたって意見聴取等が必要と
判断する関連事業者を、自ら検討・抽出したうえで選定す
ることを想定しております。そのうえで、選定にあたって
は、適宜本市と必要な協議を行うものとします。

4 仕様書
4.業務委託の
内容

仕様書「４．委託業務の内容(2)管理運営計画策定に向け
た多様な意見の取込み・反映」にて、基本計画策定時に実
施された各種アンケート調査（保護者向け・こども向け等）
について、ターゲット分析を深化させるため、本業務開始
後に個人情報を除いたクロス集計可能なローデータをご
提供いただくことは可能でしょうか。

業務上の必要性が特に認められる場合に限り、提供可能
としますが、提供範囲、方法等については本市と協議のう
え、個別に判断することとします。

5 仕様書
8.成果物の納
品・帰属及び
著作権

仕様書「８．成果物の納品・帰属及び著作権 (2)成果物の
帰属及び著作権」にて、受託者または第三者が従前から保
有する著作権やノウハウ等は、各権利者に留保される理
解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおり、本業務の成果物のうち、受託者または
第三者が従前から保有する著作権、ノウハウ等について
は、各権利者に留保され、本業務により新たに作成された
成果物のみが本仕様書に定める範囲で帰属するものとし
ます。
なお、個別の取扱いについては、本市と受託者との協議
により判断するものとします。
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No 対象資料 質問内容 仙台市回答

6 仕様書
9.委託料

仕様書「９.委託料」にて、天災地変の他、業務を中止せざ
るを得ない場合、業務進捗に応じた契約金額はいただけ
る理解でよろしいでしょうか。

中止に至った状況や業務進捗の状況等を踏まえ、本市と
受託者との間で個別に協議のうえ判断することとします。

7 仕様書
10.守秘義務
について

仕様書「１０．守秘義務について」にて、一般的に公開され
ている情報など、秘密性に欠ける情報は守秘の対象外と
いう理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおり、本仕様書に基づく守秘義務は、業務に
関連して知り得た秘密情報を対象とするものであり、既
に公知となっている情報や秘密性に欠ける情報について
は、守秘義務の対象外となります。

8 募集要項
7.参加資格

「(1) 地方公共団体等における、以下のいずれかの業務実
績を有すること。①こどもの遊びの機能を備えた施設の
管理運営等に関する業務実績」にて、公園やこども図書館
等の運営実績は該当する認識でよろしいでしょうか。

公園やこども図書館等についても、こどもの遊びの機能
を備え、当該施設の管理運営等を行った実績であれば、
本要件に該当し得るものと認識しております。なお、具体
的な該当可否については、提出書類の内容等を踏まえ、
個別に判断します。

9 募集要項
10.参加表明
書、提案書等
の提出

「(3)提出書類 オ.提案書 【提案を求めるテーマ】 ①屋内
遊び場の管理運営の望ましいあり方」にて、基本計画では
指定管理者制度の導入が想定されておりますが、本業務
においては他手法（直営や業務委託）も含めた検討を行う
という理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

10 募集要項
10.参加表明
書、提案書等
の提出

「(3)提出書類 オ.提案書 【提案を求めるテーマ】 ②整備
計画地や施設の位置づけ等を踏まえた屋内遊び場で展開
する事業」にて、基本計画では主な利用者として「乳幼児
から小学生」と定められておりますが、提案の中では「乳
幼児から小学生」以外（例：中学生や市外利用者など）の利
用を想定した提案も加点評価の対象となりますか。

提案する事業については、対象年齢層を問わず自由に提
案して問題ありません。また、評価基準については「評価
基準票」に記載のとおりです。

11 その他 本業務を受託する事が、今後発注される可能性のある管
理運営業務の参加の妨げになる事は無いという認識でよ
ろしいでしょうか。

本業務以降の発注業務については、改めて公募や入札を
基本とする想定です。当該公募・入札にあたっては、本業
務の受託事業者の応募資格を制限または優先する等の取
扱いは予定しておりません。
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